
告 示

��������������

�愛媛県告示第１０１号
災害対策基本法による指定地方公共機関の指定（昭和３７年１０月愛媛県告示第７８６号）の一部を次のように改正する。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１０２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第６号の規定に

より知事が指定する指定地方公共機関は、次のとおりとする。

省略

株式会社テレビ愛媛

社団法人愛媛県医師会

省略

四國瓦斯株式会社

省略

公益社団法人愛媛県看護協会

株式会社愛媛ＣＡＴＶ

今治シーエーティーブィ株式会社

宇和島ケーブルテレビ株式会社

株式会社ハートネットワーク

株式会社ケーブルネットワーク西瀬戸

株式会社四国中央テレビ

西予ＣＡＴＶ株式会社

財団法人八西地域総合情報センター

株式会社愛媛新聞社

社団法人愛媛県バス協会

社団法人愛媛県トラック協会

石崎汽船株式会社

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第６号の規定に

より知事が指定する指定地方公共機関は、次のとおりとする。

省略

愛媛放送株式会社

財団法人愛媛県医師会

省略

四国瓦斯株式会社

省略

社団法人愛媛看護協会
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�愛媛県告示第１０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、東温市樋口及び志津川地域に係る県営土地改良事業計画を変

更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定

により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・東温地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２５年２月１２日から３月１１日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁
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�愛媛県告示第１０４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１０５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０６号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市真網代乙６の１２（国有林）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため
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�愛媛県告示第１０７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局野村ダム管

理所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（２級基準点、３級基準点）

２ 作業期間 平成２５年２月１２日から

３月２２日まで

３ 作業地域 西予市

�������
�愛媛県告示第１０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市南野田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年２月８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・じん臓・ぼうこう
又は直腸・小腸機能障害 外 科 喜 多 医 師 会 病 院 西 原 和 郎 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成

２５年２月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 社会医療法人石川記
念会石川病院 佐 藤 元 通 四国中央市上分町７３２番地１ 平成

２５年２月１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２８
年２月
１９日

愛媛県
第１２５５
号

混合有
機質肥
料

粒状混
合有機
質肥料
１号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
５．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２８
年２月
２１日

愛媛県
第１２５６
号

混合有
機質肥
料

神協混
合有機
質肥料
ＡＧＢ
１号

窒素全
量２．０
りん酸
全量
６．０

加里全
量２．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

神協産業株式会
社
山口県熊毛郡田
布施町大字波野
９６２番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 明 賀 正 宏 東温市南野田３３０番地

〃 束 村 義 清 東温市南野田２３０番地

〃 坂 本 武 義 東温市南野田２８３番地

〃 宮 崎 政 男 東温市南野田１０８番地１

〃 高 橋 晃 治 東温市南野田１０９番地１

〃 藤 岡 良 信 東温市南野田５００番地２

〃 明 賀 安 広 東温市南野田５４７番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

監 事 束 村 正 嗣 東温市南野田２３１番地

〃 宮 崎 泰 成 東温市南野田６０６番地１

愛 媛 県 報平成２５年２月８日 第２４４３号
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退 任

�愛媛県告示第１０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年２月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 明 賀 正 宏 東温市南野田３３０番地

〃 束 村 正 嗣 東温市南野田２３１番地

〃 大 川 正 敏 東温市南野田４７３番地

〃 友 近 弘 志 東温市南野田６０７番地２

〃 宮 崎 政 男 東温市南野田１０８番地１

〃 明 賀 豊 文 東温市南野田５４５番地

〃 八 塚 正 明 東温市南野田６０２番地

〃 藤 岡 良 信 東温市南野田５００番地２

監 事 森 貞 順 三 東温市南野田３２３番地２

〃 高 橋 晃 治 東温市南野田１０９番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田２２５番２から

同町務田１８７番２まで

旧 ８．８～１１．０ ０．４７７

新 １７．０～４０．６ ０．４７７

〃 広見吉田線 宇和島市三間町務田２００番３

旧 １２．６～１３．２ ０．０２０

新 １３．４～１４．４ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田２２５番２から

同町務田２１０番２まで
平成２５年２月８日

〃 〃
宇和島市三間町務田８２番３から

同町務田１８７番２まで
〃

平成２５年２月８日 発行

愛 媛 県 報平成２５年２月８日 第２４４３号
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